
   

 

令和 7年 6月 5日 

 

令和６年度 特別の教育課程の実施状況等について 

 

東京都  

学 校 名 管理機関名 設置者の別 

玉川学園小学部 学校法人玉川学園 学園教学部 私立 

 

１．学校における特別の教育課程の編成の方針等に関する情報 

学 校 名 特別の教育課程の編成の方針等の 

公表 URL 

玉川学園小学部 https://www.tamagawa.jp/academy/education/k-12/quality.html 

 

２．学校における自己評価・学校関係者評価の結果公表に関する情報 

学 校 名 自己評価結果の公表 URL 学校関係者評価結果の公表 URL 

玉川学園小学部 https://www.tamagawa.jp/academy/ 

education/k-12/assessment.html 

左に同じ 

 

３．特別の教育課程の実施状況に関する把握・検証結果 

（１）特別の教育課程編成・実施計画に基づく教育の実施状況 

   ・計画通り実施できている 

   ・一部、計画通り実施できていない 

   ・ほとんど計画通り実施できていない 

 

（２）実施状況に関する特記事項 

  ※（１）で「一部、計画通り実施できていない」又は「ほとんど計画通り実施できていない」を選択

した場合は、必ず記載する。 

    

 

（３）保護者及び地域住民その他の関係者に対する情報提供の状況 

   ・実施している 

   ・実施していない 

 

  ＜特記事項＞ 

    特別な教育課程の実施状況の把握・検証にあたっては管理機関が認定校の自己評価 

および学校関係者評価の項目・内容、実施にも関わり、評価結果を確認のうえ公表し 



   

 

   

 

た。 

 

３． 実施の効果及び課題 

（１）特別の教育課程の編成・実施により達成を目指している目標との関係 

  ・自己評価および学校関係者評価による点検、評価結果を踏まえ、小学校段階における 

   グローバル人材育成のため、教員配置等の実施体制の工夫や学力の定着状況等、実施 

   による効果について確認できている。また、バイリンガルクラス（EPクラス）に留ま

らず、一般クラス（JPクラス）も含め、成果をふまえた教育課程や教育活動、評価方

法の見直しなど、相互間で連携しながら進めていることが確認できている。 

 

（２）学校教育法等に示す学校教育の目標との関係 

  ・自己評価および学校関係者評価による点検、評価結果を踏まえ、指導計画および授業 

    の内容等、法律に規定する教育目標に照らして適切であり、学習指導要領に定める内 

    容事項についても確認、全体管理を行っていることを確認できている。 

 

４．課題の改善のための取組の方向性 

  ・自己評価および学校関係者評価を継続的に行うための内容のチェック、更新。 

  ・取り組みの成果の発信をオンラインなども活用し、さらに積極的に行うこと。 

  ・日本語と英語で学習する教科の継続したカリキュラム開発、副教材の活用。 

  ・戦略的な募集、採用活動による指導教員の確保。 

  ・外国籍教員を含む教員の指導力向上のための研修の充実。 

  ・カリキュラムの柔軟な運用と、より効果を上げるための日課の見直し。 



   

 

令和 7年 6月 5日 

 

令和６年度 特別の教育課程の実施状況等について 

 

東京都  

学 校 名 管理機関名 設置者の別 

玉川学園中学部 学校法人玉川学園 学園教学部 私立 

 

１．学校における特別の教育課程の編成の方針等に関する情報 

学 校 名 特別の教育課程の編成の方針等の 

公表 URL 

玉川学園中学部 https://www.tamagawa.jp/academy/education/k-12/quality.html 

 

２．学校における自己評価・学校関係者評価の結果公表に関する情報 

学 校 名 自己評価結果の公表 URL 学校関係者評価結果の公表 URL 

玉川学園中学部 https://www.tamagawa.jp/academy/ 

education/k-12/assessment.html 

左に同じ 

 

３．特別の教育課程の実施状況に関する把握・検証結果 

（１）特別の教育課程編成・実施計画に基づく教育の実施状況 

   ・計画通り実施できている 

   ・一部、計画通り実施できていない 

   ・ほとんど計画通り実施できていない 

 

（２）実施状況に関する特記事項 

  ※（１）で「一部、計画通り実施できていない」又は「ほとんど計画通り実施できていない」を選択

した場合は、必ず記載する。 

    

 

（３）保護者及び地域住民その他の関係者に対する情報提供の状況 

   ・実施している 

   ・実施していない 

 

  ＜特記事項＞ 

    特別な教育課程の実施状況の把握・検証にあたっては管理機関が認定校の自己評価 

   および学校関係者評価の項目・内容、実施にも関わり、評価結果を確認のうえ公表し 

   た。 



   

 

   

 

３． 実施の効果及び課題 

（１）特別の教育課程の編成・実施により達成を目指している目標との関係 

  ・自己評価および学校関係者評価による点検、評価結果を踏まえ、日本の教育制度と IB 

   プログラムを融合した国際教育を展開するため、国際バカロレア・ディプロマ・プロ

グラム科目の設置を含めた実施体制の工夫や学力の定着状況等、国内外への大学進学 

   など、実施による効果について確認できている。 

 

（２）学校教育法等に示す学校教育の目標との関係 

  ・自己評価および学校関係者評価による点検、評価結果を踏まえ、指導計画および授業 

   の内容等、法律に規定する教育目標に照らして適切であり、学習指導要領に定める内

容事項についても確認、全体管理を行っていることを確認できている。 

 

４．課題の改善のための取組の方向性 

  ・自己評価および学校関係者評価を継続的に行うための内容のチェック、更新。 

  ・取り組みの成果の発信をオンラインなども活用し、さらに積極的に行うこと。 

  ・小学校のバイリンガルクラス（EPクラス）からの内部進学生と、外部入学者との英語 

   力のレベル差に対する配慮（入試設定や入学後のサポート体制の充実など）。 

  ・外国籍教員、外国人留学生や外国籍の生徒などを含む多様性を意識した教育環境の整  

  備、支援スタッフの配置。 

  ・正課外での異学年交流や、父母会活動をからめた教育活動の展開。 

  ・将来を見据えた教室の学びだけではない、実践的な国際教育の場の提供。 



   

 

令和 7年 6月 5日 

 

令和６年度 特別の教育課程の実施状況等について 

 

東京都  

学 校 名 管理機関名 設置者の別 

玉川学園高等部 学校法人玉川学園 学園教学部 私立 

 

１．学校における特別の教育課程の編成の方針等に関する情報 

学 校 名 特別の教育課程の編成の方針等の 

公表 URL 

玉川学園高等部 https://www.tamagawa.jp/academy/education/k-12/quality.html 

 

２．学校における自己評価・学校関係者評価の結果公表に関する情報 

学 校 名 自己評価結果の公表 URL 学校関係者評価結果の公表 URL 

玉川学園高等部 https://www.tamagawa.jp/academy/ 

education/k-12/assessment.html 

左に同じ 

 

３．特別の教育課程の実施状況に関する把握・検証結果 

（１）特別の教育課程編成・実施計画に基づく教育の実施状況 

   ・計画通り実施できている 

   ・一部、計画通り実施できていない 

   ・ほとんど計画通り実施できていない 

 

（２）実施状況に関する特記事項 

  ※（１）で「一部、計画通り実施できていない」又は「ほとんど計画通り実施できていない」を選択

した場合は、必ず記載する。 

    

 

（３）保護者及び地域住民その他の関係者に対する情報提供の状況 

   ・実施している 

   ・実施していない 

 

  ＜特記事項＞ 

    特別な教育課程の実施状況の把握・検証にあたっては管理機関が認定校の自己評価 

   および学校関係者評価の項目・内容、実施にも関わり、評価結果を確認のうえ公表し 

   た。 



   

 

   

 

３． 実施の効果及び課題 

（１）特別の教育課程の編成・実施により達成を目指している目標との関係 

  ・自己評価および学校関係者評価による点検、評価結果を踏まえ、日本の教育制度と IB 

   プログラムを融合した国際教育を展開するため、国際バカロレア・ディプロマ・プロ

グラム科目の設置を含めた実施体制の工夫や学力の定着状況等、国内外への大学進学 

   など、実施による効果について確認できている。 

 

（２）学校教育法等に示す学校教育の目標との関係 

  ・自己評価および学校関係者評価による点検、評価結果を踏まえ、指導計画および授業 

    の内容等、法律に規定する教育目標に照らして適切であり、学習指導要領に定める内

容事項についても確認、全体管理を行っていることを確認できている。 

 

４．課題の改善のための取組の方向性 

  ・自己評価および学校関係者評価を継続的に行うための内容のチェック、更新。 

  ・取り組みの成果の発信をオンラインなども活用し、さらに積極的に行うこと。 

  ・現在特例校として認められている以外の国際バカロレア・ディプロマ・プログラムの

科目について、高等学校学習指導要領の科目との対応関係を求めていくことを検討。 

  ・自校教育など、外国籍教員を含めた教員研修を充実させる検討。 

  ・専属のカレッジカウンセラーを配置し、より一層充実した進路指導を実現。 

  ・生徒の正課と正課外活動のバランスを考慮した、持続可能なカリキュラムと日課の 

   設定。 
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